
学校における不祥事根絶に向けた取組の徹底について 

                                   R6.７ 

 

１ 盗撮やわいせつ行為等についての対策 

・日常的な点検の実施（複数の目で見る）、環境整備（整理整頓・施錠等） 

・学校での犯罪防止にかかる研修の実施 

・監視カメラ目線による定期的な警備と不審者の侵入を防ぐ。 

・スマートフォンは、校長の許可なく職員室以外に持って行かない。 

・密室性の高い場所での指導、相談は一人では行わない。（複数での対応） 

・学校のカメラを使用する。 

２ 飲酒運転や交通事故についての対策 

・コンプライアンス研修を定期的に行う。 

・飲酒の席があれば、管理職は参加手段と帰宅手段を把握しておく。 

・交通ルールを遵守し、無理な運転をしない。（速度超過・一時不停止等） 

３ 個人情報の漏洩についての対策 

・個人情報の管理の徹底 

・学校のカメラを使用する。 

４ 体罰や暴言等についての対策 

・人権教育の徹底、人権感覚の向上 

・生徒指導は、複数で指導するようにする。 

・コンプライアンス研修の充実（アンガーマネージメントの徹底） 

５ 不祥事全般についての対策 

・徴収金は複数の目で定期的に監査し、管理を徹底する。 

・定期的な研修の実施と報告・連絡・相談の徹底 

・公務員としての自覚を忘れない。 

 

 学校における不祥事根絶に向けて取り組み、信頼される学校づくりに努めます。 

 

                            日立市立仲町小学校長 


